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はじめに 

 

 

食は、私たちが生命を維持し、健康で豊かな生活を送るために欠かすことのできな

い、人として最も重要な営みのひとつです。 

自然の恵みに支えられ、動植物の命をいただく「食」は、単なる栄養補給にとどまる

ものではありません。 

食材をはじめ、生産や食品加工に携わる方々等への感謝の念を持つことは、人と物、

そして自分を大切にする心を育みます。 

また、家庭・学校・職場・地域等での食を通じた交流は、社会性や豊かな人間性を育

むなど、多様で重要な役割を担っています。 

 

京都には、長い歴史と四季折々の自然に育まれた京野菜や宇治茶などの食材、そし

て京料理やおばんざいをはじめとした様々な食文化があります。 

これらは京都の誇りであり、次世代に継承すべき大切な財産です。 

 

しかし近年、少子高齢化や核家族化、単独世帯の増加、働き方の多様化などにより、

便利さを重視した食事の増加や地域のつながりの減少により、昔ながらの食文化が失

われつつあります。 

特に、生活の自立が始まる若い世代は、食への関心が薄れやすい傾向があります。 

その結果、朝食欠食や栄養バランスの乱れが課題となり、加えて、農林水産業など

生産現場への理解や関心の低下が進むことにより、生産者不足や合理的な価格形成へ

の影響も懸念されています。 

 

京都府では食育基本法に基づき、平成19年度から食育推進計画を策定し、食を通じ

た健全な心身の育成に取り組んできました。 

「第５次京都府食育推進計画」では、ライフステージに応じた食育を進め、あわせ

て、持続可能な農林水産業・食品産業を支える取組を柱とし、様々な課題に対応する

ため、食育に関連する様々な団体で結成した「きょうと食育ネットワーク」を中心に

家庭・学校・地域・職場が連携し、実践的な食育を推進します。 

 

持続的な食の価値形成を進め、健康・文化・生産を守る取組を全力で進めてまいり

ますので、皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 

 

京都府知事 西 脇 隆 俊 
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第１章 第５次京都府食育推進計画の基本的な考え方 
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第１章 第５次京都府食育推進計画の基本的な考え方  

１ 計画策定の趣旨 

京都府では、食育基本法第17条の規定により、国が策定する食育推進基本計画を踏ま

え、平成19年度から京都府食育推進計画を策定・公表しています。 

令和７年度末に第４次京都府食育推進計画の計画期間が終了することから、取組の成

果を評価し、残された課題と新たに浮かび上がった課題に対応するため、国の第５次食

育推進基本計画を踏まえ、京都府においても教育・健康・生産等、各分野の専門家や学識

経験者で構成する「京都府食育推進懇談会」での議論を経て、第５次京都府食育推進計

画を策定します。 
 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、食育基本法第17条第１項で規定する都道府県計画として策定するものです。 

本計画の推進にあたっては「京都府総合計画」や、「京都府農林水産ビジョン」、「京都

府農林水産人材確保・育成戦略」、「第７次京都府食の安心・安全行動計画」、「きょうと

健やか21（第４次）（京都府保健医療計画）」、「第２期京都府教育振興プラン」、「京都府

食品ロス削減推進計画」等の関連する計画と整合性を図り、庁内関係部局と連携し、総

合的かつ計画的に食育を推進します。 
 

３ 計画期間 

令和８年度から令和12年度までの５年間とします。なお、社会情勢の変化等により、

見直しが必要となった場合は、計画期間内であっても必要な見直しを行います。 
 

４ 計画の推進体制 

(１) 府民運動として推進 

・食育に関連する様々な団体で結成した「きょうと食育ネットワーク」を中心に、「き

ょうとの食育」サポート企業をはじめとした、食育に関わる様々な団体と連携して、

府民運動として推進します。 

・住民により近い市町村と連携し、この計画に基づく市町村食育推進計画の作成を進

めるとともに、それぞれの役割に基づき取組を推進します。 

(２) 庁内における推進体制 

・京都府の消費者行政の推進を図るための全庁的な組織である京都府くらしの安心・ 

安全推進本部に置かれた食の安心・安全部会において、農林水産部に加え、総合政 

策環境部、文化生活部、健康福祉部、商工労働観光部、教育庁指導部など関係部局 

が連携し、総合的に食育を推進します。 
 

５ 計画の進行管理・公表 

本計画に基づく取組の実施状況については、年度別の行動計画を策定し、ＰＤＣＡ（計

画、実施、評価、見直し）の考え方に基づき、適切な点検と進行管理を行うとともに、毎

年度、実施状況をとりまとめ、ホームページ等で公表します。 
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第２章 食をめぐる現状及び課題  

 

１ 食を取り巻く情勢・動向 

(１) 社会情勢の変化 

・世界情勢の不安定化などにより円安が進み、輸入原料や燃料費が高騰した結果、生

産資材の価格高騰による農林水産物の価格高騰が起きているなか、物流の輸送量不

足による安定供給への懸念や農林水産物の供給不安など、我が国の食料をめぐる国

内外の状況は刻々と変化しています。 

・地球温暖化等の気候変動の進行により、農作物の高温障害や少雨による枯死など、

食料供給に影響が出ており、中長期的に逼迫が懸念されています。 

 

(２) 人口や世帯構成 

・京都府の総人口は、平成16年(2004年)の264.8万人をピークに減少傾向にあり、令和

６年(2024年)には252.1万人となっています(京都府統計書)。また、国立社会保障・

人口問題研究所が令和５年(2023年)に出した日本の地域別将来推計人口では京都府

の人口は2050年には約207.6万人まで減少することが推計されています。 

・一般世帯における家族類型別に世帯構成をみると、平成22年(2010年)の全世帯に対

する核家族の割合は54％から令和２年(2020年)に51％と減少傾向にあるものの依然

として高いなか、単独世帯数の割合は平成22年(2010年)の37％から令和２年(2020

年)に43％となっており、単独化が進んでいます(京都府統計書)。 

・そういった中、食に関する志向は、経済性志向、簡便化志向ともに上昇傾向にあり、

食生活の在り方は大きく変化しています。(消費者動向調査令和７年１月) 

 

京都府の総人口推計と将来推計       京都府の家族類型別世帯数と将来推計 
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(３) 健康、食生活 

・京都府における令和２年(2020年)の平均寿命は、男性82.24歳(全国４位)、女性88.25

歳(全国３位)と男女とも全国順位は上位に位置して年々伸びていますが、令和４年

の健康寿命は、男性72.14歳(全国33位)、女性75.78歳(全国17位)となっています。

また、平均寿命と健康寿命の間には、男性で約10年、女性で約12年の差があります

(平均寿命：厚生労働省「令和２年都道府県別生命表」令和２年12月、健康寿命：「第

４回健康日本21(第三次)推進専門委員会資料」令和６年12月)。 

・また、京都府では、食生活に関わりの深い悪性新生物、心疾患、脳血管疾患は、約

47.5％を占め、全国の44.4％をやや上回っています(厚生労働省「令和６年人口動態

統計」)。 

・朝食を毎日食べる人の割合は全世代、若い世代(20・30代)ともに全国よりは高いも

のの、京都府においては若い世代の摂取率が令和３年(2021年)に79.2%(n=48)だった

ものが令和６年度は65.2%(n=69)と減少しています。また、主食・主菜・副菜を組み

合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べる人の割合も同様の傾向となっています。 

 

〇京都府民の寿命と健康寿命        〇主な死因の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇朝食の摂取状況             〇主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度 
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   全 国 農林水産省 食育に関する意識調査(令和７年３月) 
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(４) 地域の食と食文化 

・長い年月を経て形成されてきた豊かで多様な食文化は、世界に誇ることができるも

のであり、栄養バランスに優れ、日本人の長寿の支えにもなっています。 

・京都には、長い歴史と豊かな自然の中で育まれた京野菜や宇治茶などの食材や和食・

郷土料理などの食文化が根付いています。 

・京都府における食育への関心は、20・30代を中心に全国と比較すると高い傾向にあ

る一方で、地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し伝えてい

る者の割合は、京都府では51.2％(令和６年度京都府調べ)と全国の64.7％(令和６年

度食育に関する意識調査：農林水産省)と比較して低い傾向にあります。京都の食文

化というと、格式の高い京料理や行事食もあることから、ハードルが高く感じられ

ている可能性があります。 

 

〇食育に対する関心の有無の割合      〇地域や家庭で受け継がれてきた 

郷土料理・伝統料理や味・作法の継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇京都府食に関するアンケート結果（複数回答） 

今後あなたが力を入れたいと思っている 

「食」に関する取組 

総 数 

人 ％ 

栄養バランスを考えて食事をします 198 68.0% 

食べ物を無駄にしないよう心がけます 188 64.6% 

健康に配慮した食事をします 146 50.2% 

毎日しっかり朝ごはんを食べます 133 45.7% 

地元産の食材を食べます 95 32.6% 

家族や友人と一緒に食事をします 83 28.5% 

料理する機会を増やします 68 23.4% 

地域の食文化を守っていきます 48 16.5% 

野菜の栽培に挑戦します 33 11.3% 

その他 7 2.4% 
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出典 京都府 食育・食生活にかかるアンケート(令和６年度) 
   全 国 農林水産省 食育に関する意識調査(令和７年３月) 
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(５) 食料の生産等 

・京都府の農林水産業就業者数は、国勢調査によると過去20年間で33,764人から

21,319人と36.9%減少しています。特に農業分野では、基幹的農業従事者数は、過去

20年間で25,661人から15,130人と41.0%減少しており、60歳以上が占める割合は5.1

ポイント増加し、高齢化が進行しているなど、食を支える生産現場での担い手不足

が顕在化しています。 

・原材料価格の高騰や急激な円安の進行が進む中、需給事情及び品質評価が適切に反

映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、食料システムの関係者により合

理的な費用が考慮されることが農業の再生産のために必要など、食料の合理的な価

格形成が議論されています。 

 

〇京都府の農林水産業就業者数の推移    〇基幹的農業従事者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇2020年を基準とした農業生産資材 

価格指数 

〇2020年を基準とした消費者物価指数 
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２ 第４次京都府食育推進計画の総括 

(１) 目標の達成状況 

第４次京都府食育推進計画の10の目標のうち、計画策定時の値と直近(令和６年度)

の値と比較したところ、６項目で目標を達成し１項目で改善がみられましたが、３項

目については策定時の令和元年よりも悪化しました。 

 

施策 
体系 

項   目 

第４次計画 
策定時 

現状値（年度） 目標値 データソース 
担当課 

R１年度 R３ R4 R5 R6 R7年度 ※ 

多
様
な
主
体
に
よ
る
食
育
の
推
進 

家
庭
に
お
け
る 

食
育
の
推
進 

1 

主食・主菜・副菜を 
組み合わせた食事を
１日２回以上ほぼ毎
日食べる府民の割合
（％） 

69.1 65.7 53.1 59.6 56.4 80 ▼ 
食育・食生活アンケート

調査(農政課調べ) 
農林水産部農政課 

2 

朝食を毎日食べる 
府内小学生の割合 
(６年生)（％） 

85.3 84.3 83.1 82.5 83.3 95 ▼ 
全国学力・学習状況調査 

(文部科学省) 
 

教育庁学校教育課 朝食を毎日食べる 
府内中学生の割合 
(３年生)（％） 

79.7 80.0 77.6 76.2 78.1 90 ▼ 

学
校
等
に
お
け
る 

食
育
の
推
進 

3 
きょうと食いく先生
の授業数（授業/年） 

373 216 429 579 580 554 ◎ 
事業実績 

(農政課調べ) 
農林水産部農政課 

4 
学校給食における地
場産物を使用する割
合（金額ベース、％） 

20.6 17.7 18.6 21.5 17.4 30 ▼ 

学校給食における地場産
物・国産食材の使用状況

調査(文部科学省) 
教育庁保健体育課 

地
域
に
お
け
る 

食
育
の
推
進 

5 
食育推進計画を作成・
実施している市町村
の割合（％） 

68.0 65.4 73.1 76.9 80.8 100 △ 
食育推進計画等に関する

調査(農林水産省) 
農林水産部農政課 

6 
きょうと健康おもて
なし食の健康づくり
応援店数（店舗） 

788 796 804 811 808 800 ◎ 
事業実績 

(健康対策課調べ) 
健康福祉部健康対策課 

食
育
の
効
果
的
な
推
進
の
た
め
の
取
組 

食
育
へ
の
関
心 

の
向
上 

7 
京の食文化の語り部
のオンライン講座受
講者数（人/年） 

0 81 326 401 309 30 ◎ 

事業実績(流通・ブランド
戦略課調べ) 

農林水産部流通・ブラン
ド戦略課 

8 
和食文化人材の育成
人数（人/年） 

36 102 135 134 135 120 ◎ 

京都府立大学文学部和食
文化科学科(現：農学食料
学部和食文化科学科)在籍
者数(大学政策課調べ) 

文化スポーツ部大学政策
課 

新
し
い
生
活
様
式
・ 

新
た
な
日
常
へ
の
対
応 

9 
ICTを活用した情報発
信数（回/年） 

30 372 402 319 335 300 ◎ 
情報発信回数実績 
(関係課調べ) 
各関係課 

10 
ICTを活用して食育宣
言 を 行 う府 民 の数
（人） 

0 2,147 5,216 8,795 12,980 10,000 ◎ 
事業実績 

(農政課調べ) 
農林水産部農政課 

※目標達成状況 ◎ 目標達成 
△ 第４次基本計画策定時と現状値を比較して改善 
▼ 第４次基本計画策定時と現状値を比較して悪化 
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(２) 目標未達成の状況 

第４次京都府食育推進計画の目標のうち、未達成項目の課題は次のとおりです。 

ア 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べる府民の割合

（項目１） 

・令和６年度は56.4％と目標の80％を大きく下回り、策定時（令和元年度）の69.1％

も下回る結果となりました。 

・府が令和６年度に実施した食育・食生活に係るアンケート調査で、食べる回数を

増やすために必要なことを聞いたところ、食べる時間・手間・費用に余裕が必要

との意見が多い状況です。 

・栄養バランスのとれた食事は、心や体のパフォーマンスを高めることから、引き

続き、家庭、学校及び地域と連携して、重要性について啓発することが必要です。 

イ 朝食を毎日食べる府内小・中学生の割合（項目２） 

・小学生、中学生ともに策定時と直近（令和６年度）値を比較しても大きな変化が

ない状況です。 

・学校で栄養教諭が朝食の効果について講話を行った結果、児童生徒の意識は向上

していると考えられますが、実際の朝食摂取の増加には至らず、家庭環境の影響

も大きいと考えられます。 

・児童生徒の意識向上だけでなく、子どもとその保護者が一緒になって生活習慣づ

くりの意識を高め、行動できることを目的とした取組が必要と考えられます。 

ウ 学校給食における地場産物を使用する割合（金額ベース）（項目４） 

・令和６年度は17.4%で目標の30％を大きく下回り、策定時（令和元年度）の20.6％

も下回る結果となりました。 

・コロナ禍の影響や物価高騰の影響で向上が難しい状況と考えられます。 

・学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活用する

ことは、地域の自然、文化、産業等の理解を深めるとともに、生産者の努力や食に

関する感謝の念を育む上で重要であると考えています。 

・地場産物を学校給食に安定的に供給するためには、地域の生産状況にあわせるこ

とも必要であり、教育委員会と農林部局の連携など入手手段の検討などが必要と

考えられます。 

エ 食育推進計画を作成・実施している市町村の割合（項目５） 

・京都府内の市町村の計画作成率は、策定時（令和元年度）68.0％に対して令和６

年度は80.8％と目標の100％には届かないものの、増加している状況です。 

・市町村食育推進計画は、作成や実施を通じて、地域全体が食育について考えるこ

とで、意識を高め、連携を強化し、効果的に食育活動を推進する重要なものと考

えています。 

・引き続き、計画の必要性を伝えるとともに、府内の作成事例の紹介、検討会への

参画などを通じて市町村の実情に応じた支援を行うことで全市町村が作成する必

要があります。  
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３ 今後の展開に向けた課題 

第４次京都府食育推進計画の取組結果や食をめぐる現状を踏まえ、次の課題への対応

が必要です。 

(１) 多様な主体による食育の推進 

・健康寿命の延伸、生活習慣病の予防や健康の増進に向けて、子どもや若い世代から

望ましい食習慣を身につけることが必要です。 

・朝食を毎日食べる府内小・中学生の割合が低いことが問題であり、学校での取組は

継続しつつ、家庭へのアプローチが必要です。核家族化が進む中、保護者に対して

栄養バランスの乱れ、朝食欠食の改善に向けた啓発が必要です。 

・生活の自立が始まる20・30代の若い世代の栄養バランスの乱れ、朝食欠食が顕著な

ことから、若い世代を中心に、大人に対して、一日の多くを過ごす大学や職場にお

いて健全な食生活の定着のための取組が必要です。 

 

(２) 持続可能な農林水産業・食品産業を支える食育の強化 

・食に関する関心や理解を増進するためには、離れてしまった生産現場と食卓をつな

ぐことが必要であり、広く府民に対して、農林水産物の生産に関する体験の機会を

提供するなど、農林水産業や食品産業についての意識や理解を深めてもらうことが

重要です。 

・農林水産業・食品産業の現場の取組を知ることで食を大切にする心を育むために、

きょうと食いく先生の取組などを通じて理解醸成を図ってきた一方で、食料の生産・

製造現場では担い手不足も顕在化しており、更には食品価格が上昇するなか、合理

的な価格形成への取組も必要な状況です。 

・食育の新たな可能性として、将来の農林水産業・食品産業の担い手確保や合理的な

価格形成への理解促進を食育に内包させた取組を進めることも必要です。 
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１ 基本方針 

 

【つなごう 未来の京へ 食のバトン（案）】 

 

 

第５次京都府食育推進計画では、家庭・学校・地域・職場など、あらゆる場において、

ライフステージに応じた食育を推進し、府民の皆さんが食を大切にする心を持ち、生涯

にわたり健やかで豊かな食生活を、世代を超えて実践できることを目指します。 

特に、生活の自立が始まる若年層は食への関心が薄れやすく、将来の家庭形成や子育

てを担う世代でもあるため、科学的根拠に基づく食生活の重要性を伝え、心身の健康を

実感できる取組を進めます。 

また、食への関心低下は農林水産業など生産現場への関心も薄れさせ、生産者不足や

合理的な価格形成への影響も懸念されるため、広く府民に対して、農林水産業の体験や

生産者との交流の機会を提供するなど、農林水産業の理解促進や次代を担う人材の確保

につながる取組を進めます。 

加えて、共働き世帯や単独世帯の増加、インターネットによる情報収集の一般化によ

り、食においても「タイムパフォーマンス（時間対効果）」が求められることから、SNSや

動画配信など、誰もがアクセスしやすい手段を活用した情報発信を行います。 

 

２ 施策体系 

(１) 家庭における食育の推進 

日常生活の基盤となる家庭は、基本的な生活習慣の確立への意識を高め、生涯にわ

たり、また世代を超えて切れ間なく心身の健康増進と豊かな人間性を育む基盤づくり

を行うことができる重要な場です。 

また、望ましい食習慣を身につけ、生涯にわたって健全な食生活を実践していくた

めには、子どもの食生活の大部分を担っている家庭において、保護者が食育への理解

を深め、実践していくことが重要です。 

(２) 学校、保育所、幼稚園等における食育の推進 

近年の家庭環境の変化に伴い、子ども達の食の乱れや健康への影響が見られること

から、学校、保育所等における食育の推進が重要です。 

また、児童生徒の心身の成長や健康の保持増進にとどまらず、食や農への興味や関

心を高めるとともに、日常の食の大切さや食の時間を満喫することの意義を実感でき

るようにすることが重要です。 

さらに、就学前の子どもが、望ましい食習慣を定着させるとともに、食に関する体

験を積み重ねていくことができるよう、保育所等において、家庭や地域等と連携した

食育のより一層の推進が必要です。 
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(３) 生活自立期を中心とした大人の食育の強化 

大学進学や就職による一人暮らしの開始など、生活の自立が始まる20・30代におい

て、朝食欠食や栄養バランスの乱れが顕著です。 

食生活の改善は、長期的に見たときに健康の維持や生活の質の向上、さらには仕事

や学業におけるパフォーマンスの向上にもつながる重要な要素です。そのため、若い

世代に対しては、食生活の改善がもたらす効果について、科学的根拠に基づいた情報

を分かりやすく伝え、実践につなげてもらうことが重要です。 

さらに、これらの世代が将来的に家庭を築き、子育てを行うことを考えると、家庭内

での食育の実践にもつながるような取り組みとすることが重要です。こうした背景を

踏まえ、若い世代が日常の多くの時間を過ごす大学や職場と連携し、生活の場に即し

た形で食育を推進していくことが、より効果的な取り組みにつなげるために重要です。 

また、自らが食を選び始める世代であることから、食への理解向上を図るとともに

自ら同世代に伝えるような取り組みを進めることが重要です。 

 

(４) 地域における食育の推進 

核家族化の進行や共働き世帯の増加、都市化による地域コミュニティの希薄化など

により、行事食や季節の料理の由来を知る機会が減り、文化的価値が薄れるとともに、

家族との料理機会の減少により家庭や地域で育まれてきた行事食等を共有する機会が

喪失していることから、地域においても「食の背景や意味」を理解する機会の創出が

重要です。 

健康寿命を延伸するためには、家庭、学校、保育所、生産者、企業等と連携・協働し

つつ、地域における食生活の改善が図られることが必要です。 

 

(５) 持続可能な農林水産業・食品産業を支える食育の強化 

食料の価格高騰などにおいて、報道では「農林水産物の価格が高い・安い」といった

表面的な情報に偏りがちなことから、農林水産物が「ただの商品」とならないよう、農

林水産業の生産現場や生産者、加工業者などに対する消費者の理解を深め、食への感

謝と関心の向上や、価格への納得感の向上の観点から食育を推進することが必要です。 

農林水産業・食品産業を支える現場の理解増進にあたっては、生産現場の実態を理

解するだけではなく、魅力や価値を実感できるような観点を取り入れ、農林水産業・

食品産業を将来の仕事として選択してもらえる取組とすることが重要です。 

また、地域の食文化の継承や食品ロスの削減は、限りある食資源を守り、環境や社

会の持続可能性を高めることから、食育と一体的に取り組むことで、知識・意識・行動

が連動し、より効果的かつ持続的な食の価値形成を行うことが重要です。 
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第４章 施策の展開  

 

１ 多様な主体による食育の推進 

 

(１) 家庭における食育の推進 

〇 世代を超えて継承される食育の推進  

保護者から子へ、食に関する知識・感謝・文化が自然に受け継がれ、世代を超えて

食の大切さをつなぐ取組を進めます。 

 

・食育や健康づくりに取り組む様々な関係団体が集う「きょうと食育ネットワーク」

の連携により、子どもやその保護者、若い世代を対象とした朝食摂取と主食・主

菜・副菜がそろう食事の啓発媒体の作成や様々な機会での継続的活用、イベント

等における啓発、食育事例集の作成と情報発信、食育宣言を実施し食育を府民運

動とする取組を進めます。 

・小児期では、市町村での妊娠期教室、乳幼児健診等を通した子どもへの食べる意

欲や楽しさを高める取組を実施します。 

・保育所や幼稚園、学校等での生活や授業等を通して、朝食摂取や食事の組合せな

ど望ましい食習慣や自己管理能力を身につける取組を行い、子どもへの啓発とと

もに、保護者の新たな気づきに繋がるよう、生活環境に応じた継続的な情報提供

を通じて家庭と連携した取組を進めます。 

・高齢期では、市町村や地域等と連携し、生活の質の向上につながるフレイル・低

栄養予防に向けた正しい食の知識を周知するとともに、健康的な食事が入手しや

すいよう高齢者等向けの配食に関する情報提供を行う取組等を実施します。 

 

〇 京都の食を身近に感じる食育の推進  

京都府産農林水産物や郷土料理などを買う、食べることで、食への関心と理解を深

めます。 

 

・京都府産農林水産物や郷土料理などに関する学習・実践・啓発の機会を通じて、

生産から食卓までの食品の循環を知り、食への感謝の気持ちを育み、食を生み出

す場としての農林水産業への理解を深めるなど持続可能な食事・食生活への意識

を向上させる取組を進めます。 

・「cookpad京都府公式キッチン」等において、旬の京都府産農林水産物の情報発信

や、レシピの紹介など魅力を発信します。 

・「京のブランド産品」等、京都府産農林水産物を周知・普及します。 

・京都府産農林水産物を買ったり食べたりできるお店の認定や支援、府民への周知

を行います。 
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〇 世代を超えて継承される食育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 京都の食を身近に感じる食育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組事例 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
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(２) 学校、保育所、幼稚園等における食育の推進 

〇 食育人材の育成と関係者が連携した食育の推進  

食育人材の育成、研修や地域・学校での体験学習など、生産者、学校関係者、保護

者が連携して成長・発達段階に応じた食育を進めます。 

 

・食に関する知識・経験を有する人材の育成、職員研修を実施します。 

・食の専門家である「きょうと食いく先生」、「食生活改善推進員」等地域の人材を

育成し、体験学習等を実施します。 

・施設長や園長、保育士・幼稚園教諭・保育教諭、栄養士・栄養教諭、調理員等の連

携・協働による食育計画の作成、食育の指導を促進します。 

・成長・発達段階に応じて望ましい食習慣を定着させるとともに、食に関する体験

を積み重ねていくことができるよう、保育所、幼稚園及び認定こども園等と家庭、

地域が連携した食育を推進します。 

・保育所、幼稚園及び認定こども園等においては、保護者同士の交流の場の提供な

ど、在籍する子どもや保護者だけでなく地域の子育て家庭へも食を通じた支援を

実施します。 

・生活と遊びを通じて子どもが自ら関心をもって食の体験を行えるよう、保護者へ

の啓発を推進します。 

・管理栄養士、栄養士、栄養教諭等の専門職を中心に、教職員が連携・協働して食に

関する指導の全体計画を着実に実施する体制の整備を促進します。 

・基礎的、基本的な調理の知識と技術を習得し、日常生活で実践できる力を身につ

ける調理実習を行い、朝食や食事の組み合わせ、食文化の継承等について理解を

深めるとともに、食事を作る楽しさや食べる喜びを味わう取組を充実します。 

・食の専門家である「きょうと食いく先生」事業を通じた体験型食育の意義及び実

践例を地域・学校に発信することにより、生きる力や命の大切さといった教育的

価値の理解を促進します。 

 

〇 給食を通じた食育の推進  

「食材の理解」「食文化の体験」「命への感謝」「栄養バランスの学習」などを学ぶ

ことができる給食を通じた食育を行います。 

 

・将来にわたる健康の保持増進、地場産物、和食、郷土料理、行事食等の食文化や地

産地消への理解を深める給食の提供と、給食を通じた指導を実施します。 

・教科等横断的な食に関する指導の取組及び学校教育活動と関連させた学校給食の

献立を作成します。 

・授業や学校給食等、学校教育活動全体を通じて、学校、家庭、地域が連携した、食

の知識、食習慣、地域の食材、食文化等への理解と、食への感謝の気持ちを深める

取組を推進します。 



第４章 施策の展開  

１５ 

 

・食に関するオンライン授業や家庭での学び等を支援するデジタル教材の作成、体

験型食育へのICTの活用等、児童生徒や保護者への直接的な情報発信を行います。 

 

 

 

〇 食育人材の育成と関係者が連携した食育の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇 給食を通じた食育の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■題名 すがたをかえる大豆の授業 
 

 

 

 

 

 
(食いく先生による授業の様子) 

小学校では、「すがたをかえる大豆」の単元にお

いて、大豆からできる食べ物について、きょうと食

いく先生からお話を聞き、豆乳から豆腐づくりを体

験するなど、教科と関連して体系的に食育活動を実

践しています。 

取組事例 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
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(３) 生活自立期を中心とした大人の食育の強化 

〇 大学・企業と連携した食育推進体制の構築  

「きょうと食育ネットワーク」に新たに大学や企業に参画いただき、情報交換や

協力の仕組みを拡充するとともに、「きょうと食の安心・安全ヤングサポーター」

を更に養成するなど、若い世代への食育を進める体制を強化します。 

 

・「きょうと食育ネットワーク」に大学の健康部門や企業の参入を進め、府内におけ

る20・30代を中心とした食育推進の情報交換やコラボレーションを進めます。 

・大学等との連携による「きょうと食の安心・安全ヤングサポーター」の養成を行

い、農林水産業への理解促進や魅力の発見による、将来を担う若い世代の食に対

する意識が向上する取組を進めます。 

・大学や企業における食育体験講座や農林水産業者との交流を通じ、将来を担う若

い世代の食に対する意識が向上する取組を進めます。 

・大学や職場等で朝食や主食・主菜・副菜のそろった食事が入手しやすい等、健全

な食生活を実施しやすい食環境づくりを推進します。 

・「きょうと健康長寿推進府民会議」等の連携による野菜摂取等の啓発を実施します。 

 

〇 大学・企業と連携した食育の実施  

食生活が乱れやすい若い世代に対して、大学や企業と連携し、食堂で朝食摂取や

バランスの良い食生活の重要性を科学的根拠に基づいた情報として伝えるなど、

食生活改善の実践に導く取組を推進します。 

 

・学生等が動画などの啓発媒体の作成や周知に携わる等、食に触れ関心を高める機

会を継続的に提供します。 

・京都府産の農産物の利用と食文化等の情報発信を意欲的に行う企業等を登録する

「たんとおあがり 京都府産」施設の登録を推進し、府内産農林水産物をきっか

けとした食に対する意識の向上を図ります。 

・大学や企業と連携し、朝食摂取やバランスの良い食生活の重要性を科学的根拠に

基づいた情報を分かりやすく伝えるとともに、旬の野菜のメリットや手軽に作れ

る常備菜のレシピなどの情報提供を通じ実践につなげる取組を進めます。 

・「きょうと健康づくり実践企業認証制度」等、健康づくりに組織的継続的に取り組

む企業の認定や支援、府民への周知を行います。 

・大学や社員食堂で、健康に配慮した食事提供や健康・栄養情報が提供されるよう

支援します。 
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〇 大学・企業と連携した食育推進体制の構築 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 大学・企業と連携した食育の実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組事例 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
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(４) 地域における食育の推進 

〇 地域における多様な主体による食育の推進  

地域の伝統的な料理、季節の行事などを活用しながら、府民が地元に親しめるよ

うな食育活動を推進します。 

 

・「市町村食育推進計画作成の手引き」を作成し助言を行うなど、市町村における食

育推進計画作成を推進するための具体的支援を行います。 

・「きょうと食育ネットワーク」や「きょうと健康長寿推進府民会議」等府民運動に

よる、朝食摂取など望ましい食生活の啓発を行います。 

・「『きょうとの食育』サポート企業」等、府内の食育活動推進を支援する企業の拡

大・取組の周知を推進します。 

・「きょうとこどもの城」等と連携した地域で行う食育を推進します。 

・「きょうと食いく先生」、「食生活改善推進員」などの食育ボランティアが保育所、

幼稚園、認定こども園、学校、地域の多様な主体（児童館や公民館、コミュニティ

センター、ＰＴＡ、保護者グループ、高齢者グループ等）において、管理栄養士・

栄養士・栄養教諭等の関係者と連携しながら、各世代に応じた健全な食生活への

理解や食への感謝の気持ちを深める体験型食育を強化し、地域や府民の食育を推

進します。 

 

〇 日常生活に溶け込んだ食情報の提供による食育の推進  

健康づくりを応援する外食店舗や、調理困難者向け配食サービスなど地域で暮ら

す方々が健康に暮らすための取組を推進します。 

 

・野菜たっぷりメニュー、塩分控えめメニュー、エネルギー表示や食物アレルギー

表示のある「きょうと健康おもてなし食の健康づくり応援店」等、外食や中食で

の健康に配慮した商品・メニュー・情報の提供を行う施設の認定や支援、府民へ

の周知を推進します。 

・調理や買い物が困難な方や健康状態に合わせた食事を作ることが難しい方に向け、

健康に配慮した配食サービスリストを地域のニーズに応じて作成、府民や関係者

へ周知し、利用環境整備を推進します。 

・災害時には、平常時とは異なる食環境への対応が強いられることから、家庭内に

おける食料品の備蓄などの防災知識の取得について食の安全の取組と連携して行

います。 
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〇 地域における多様な主体による食育の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 日常生活に溶け込んだ食情報の提供による食育の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組事例 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
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２ 持続可能な農林水産業・食品産業を支える食育の強化 

〇 生産者等と府民との交流等の促進  

農林水産業や食品産業の体験を通じて、産業を支える人々の想いや魅力に触れ、生

産現場と食卓のつながりを理解することで、農林水産業への理解醸成と、食への感

謝や食生活を見つめ直す契機となる取組を推進するとともに、将来の仕事として

選択してもらえる取組を推進します。 

・きょうと食いく先生の活動を通じて学校授業の深堀りのみならず、京都府独自の

栽培技術や生産物の歴史を伝えることで、農林水産業の魅力やその価値を増す取

組を進めます。 

・食の安全施策として行うリスクコミュニケーションや事業者向けの講習会などを

通じて農林水産業で働く方の取組を紹介するなど、その価値を増し合理的な価格

形成につながる取組を進めます。 

・生産の現場や生産者が身近に感じられるよう、体験農園や市民農園等を活用した

交流を促進します。 

・京都援農隊の活動を促進し、農林水産業の生産現場の体験を通じて食に対する意

識を向上するとともに、次世代の担い手の確保につながる取組を進めます。 

・実施する取組については「京都府食の府民大学」やSNS等のICTツールを効果的に

活用するとともに、その取組が広く展開するよう様々なイベント等を通じて周知

します。 

 

〇 食文化の継承や食品ロスの削減など、食を大切に思う心の醸成  

地域で受け継がれてきた食文化の継承や食品ロスの削減などを通じて、食と農を

大切にする心を育み、持続可能な食の実践を促進します。 

・「京の食文化ミュージアム・あじわい館」におけるプロの料理人による旬の食材を

活用した料理や和食料理教室開催等、体験を通じた京都府産農林水産物の魅力や

食文化を発信します。 

・「京の食文化の語り部」等、京都府産農林水産物や食文化に造詣の深い人材による

魅力発信と食文化の伝承を行います。 

・和食文化人材の育成等、食文化に関わる（担う、支える、楽しむ）人を増やし、そ

の裾野を広げる取組を進めます。 

・「うちの郷土料理 次世代に伝えたい大切な味（農林水産省）」等、郷土料理のレ

シピや地域の風土・食文化を啓発します。 

・「京都府食べ残しゼロ推進店舗」等、事業者、消費者及び地域と一体となった食品

ロス削減を推進します。 

・食に関する正しい知識や食の魅力をはじめ、農業体験や就農情報など幅広い食に

関する情報を広く伝えるため、「京都府食の安全・食育情報」などFacebookをはじ

めとしたSNSや、「京都府食の府民大学」などYouTubeチャンネルなどのデジタルメ

ディアを通じた食に関する情報を発信活用します。 
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〇 生産者等と府民との交流等の促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 食文化の継承や食品ロスの削減など、食を大切に思う心の醸成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組事例 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 
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第５章 ライフステージに応じた施策の考え方  

健全な食生活を送り、心身共に健康で豊かに暮らすためには、子どもから高齢者まで

の各ライフステージに応じた食育の観点も重要です。 

また、食生活は、将来の健康状態や、次世代に影響を与えるものとして、推進にあたっ

ては、ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉

える）の考え方を取り入れることとします。 

 
ライフ 
ステージ 

特徴 取り入れるべき考え方 

小 

児 

期 

乳
幼
児
期(

０
～
５
歳) 

生活習慣の基礎づくりが行わ
れる時期。保護者や家族がその
見本を示し、食習慣の基礎を身
に付けることが重要。 

〇食習慣の基礎を身に付け、食べる意欲を育てる 
・規則正しい食事リズム、生活リズムを身に付ける 
・発育、発達に応じた食事をする 
・家族と一緒に食事を楽しみ、食事の挨拶やマナーを
身に付ける 

・様々な食べ物に触れて食体験を広げる 

少
年
期(

６
～
15
歳) 

集団の中で、身体面と精神面の
発達を通して自我が形成され
る時期。 
心身の健やかな成長のための
望ましい食習慣の形成が必要。 

〇学習や体験を通じて、食に関する正しい知識を身に付
け、望ましい食習慣を実践できる力を育てる 
・早寝早起き朝ごはんの実践。朝食や食事の組合せ等
の実践につながる知識や技術を身に付ける 

・地域の食材や食文化に関心を高める 
・食べ物や自然を大切にする気持ち、食に関わる人へ
の感謝の気持ちを育む 

青
・
壮
年
期 

青
年
期
（
16
～
29
歳
） 

身体的発達が頂点に達し、その
機能が十分に発揮される時期。 
一人暮らし、就職、結婚、育児
等、人生の転機が重なり、生活
習慣の大きな変化が起きやす
い。生涯の健康づくりを見つめ
た健全な食生活の定着が重要。 

 
〇食に関する知識や技術を生かし、健全な食生活を自己
管理する力を高める 
・生活習慣の変化に応じた、正しく食を選ぶ力、調理す
る力を身に付ける 

・生活習慣病予防のための食生活の実践 
・地場産物や旬の食材を生かした食事、和食や郷土料
理などを楽しむ 

 

壮
年
期(

30
～
64
歳) 

前期（30～44歳）は、肉体的、
生理的機能が安定を保つ時期。
後期（45～64歳）は、精神面は
円熟するが身体機能は徐々に
低下する時期。健全な食生活の
維持が重要。 

 
〇生活習慣を見直し、健康管理に努め、健全な食生活を実
践する 
・食の知識を食生活に生かし、健康管理に努める 
・生活習慣病予防のための食生活の実践 
・地場産物や旬の食材を生かした食事、和食や郷土料
理などに取り組み、次世代に伝える 

 

高 

齢 

期 

高
齢
期(

65
歳
以
上) 

心身の老化が見られる時期。健
康寿命の延伸、介護予防、生活
の質の向上の観点から、生活習
慣病予防に加えて、低栄養の予
防に配慮するなど、健康状態に
応じた食生活を実践すること
が重要。 

〇健康を維持し、豊かな食経験を次世代に伝える 
・１日３食、主食・主菜・副菜のそろった食事、多様な
食品を組み合わせる、たんぱく質の不足に気を付け
るなどのフレイル・低栄養予防の食事、健康状態に
応じた食生活の実践 

・食を通じた豊かな生活の実現 
・家族や友人、地域の人との食事やコミュニケーショ
ンを楽しむ 

・地場産物や旬の食材を生かした食事、和食や郷土料
理など、食の知識や経験を次世代に伝える 
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第６章 計画の目標  

 

１ 目標一覧 

施策 

体系 

項   目 

（新：新規、継：継続、拡：拡充） 

基準年 目標値 
担当課 

R６年度 R12年度 

多
様
な
主
体
に
よ
る
食
育
の
推
進 

 

家
庭
に
お
け
る
食
育
の
推
進 

１ 
(継) 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 
１日２回以上ほぼ毎日食べる府民の割合 
（％） 

56.4 80 
農林水産部 
農政課 

２ 
(継) 

朝食を毎日食べる府内小学生の割合 
(６年生)（％） 

83.3 95 

教育庁 
学校教育課 

朝食を毎日食べる府内中学生の割合 
(３年生)（％） 

78.1 90 

学
校
等
に
お
け
る
食

育
の
推
進 

３ 
(拡) 

きょうと食いく先生の授業数（授業/年） 580 650 
農林水産部 
農政課 

４ 
(継) 

学校給食における地場産物を使用する 
割合（金額ベース、％） 

17.4 30 
教育庁 

保健体育課 

生
活
自
立
期
を 

中
心
と
し
た 

大
人
の
食
育
の
強
化 

５ 
(新) 

社員、学生に対して食堂等を活用した食
育活動を行う大学・企業数（団体） 

0 25 
農林水産部 
農政課 

６ 
(新) 

学生等によるきょうと食の安心・安全 
ヤングサポーターの養成* 
（延べ登録者数（人）） 

206*  311 
農林水産部 
農政課 

地
域
に
お
け
る 

食
育
の
推
進 

７ 
(継) 

食育推進計画を作成・実施している 
市町村の割合（％） 

80.8 100 
農林水産部 
農政課 

８ 
(継) 

きょうと健康おもてなし食の健康づくり 
応援店数（店舗） 

808 1,000 
健康福祉部 
健康対策課 

持
続
可
能
な
農
林
水 

産
業
・
食
品
産
業
を 

支
え
る
食
育
の
強
化 

９ 
(新) 

農林漁業体験者数（延べ体験者数） － 3,200 
農林水産部 
関係課 

10 
(新) 

京都の食に対する理解促進に向けた 
講演会等の参加者数（人） 

－ 1,200 
農林水産部 
関係課 

11 
(拡) 

食に関する正しい知識や食の魅力をICT

を活用して発信する回数（回） 
335 500 

農林水産部 
関係課 

*第７次京都府食の安心・安全行動計画と共通の目標のためＲ５年度を基準年とする 
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２ 目標の考え方 

項   目 目標設定の考え方 

１ 
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 
１日２回以上ほぼ毎日食べる府民の割
合（％） 

生涯にわたる心身の健康の確保に向けて、健全な食

生活を実践するためには、栄養バランスに配慮した

食事を習慣的に摂取することが大切で日本型食生活

にも繋がるため。 

２ 

朝食を毎日食べる府内小学生の割合 
(６年生)（％） 朝食は、基本的な生活習慣を身に付ける観点から非

常に重要であり、とりわけ、こどもの朝食摂取に向

けて、家庭や学校等関係者が連携し取組を推進する

ことが必要なため。 朝食を毎日食べる府内中学生の割合 
(３年生)（％） 

３ 
きょうと食いく先生の授業数 

（授業/年） 

京都府独自の取組である食の専門家の登録制度「き

ょうと食いく先生」が持つ知識や経験で、学校等で

の食育活動を支援することが必要なため。 

４ 
学校給食における地場産物を使用する 
割合（金額ベース、％） 

学校給食に地場産物（京都府産の食材）を活用する

ことで、地域の食材や食文化等の理解を深め、感謝

の心を育むなどの取組を推進することが必要なた

め。 

５ 
社員、学生に対して食堂等を活用した
食育活動を行う大学・企業数（団体） 

若者が日常の多くの時間を過ごす大学や職場と連携

した食育の取組を推進するため、きょうと食育ネッ

トワークの構成団体として新たに企業・大学（健

康・農業部門）の新規登録を進め体制を整備するこ

とが必要なため。 

６ 
学生等によるきょうと食の安心・安全 
ヤングサポーターの養成 
（延べ登録者数（人）） 

将来を担う若い世代の食に対する意識向上を図り、

自ら食について考え行動することを促すため、大学

生等を対象にヤングサポーターを養成することが必

要なため。 

７ 
食育推進計画を作成・実施している 
市町村の割合（％） 

府内全市町村で食育推進計画が策定され、地域の特

性を活かした効果的な食育が推進されるよう支援を

行うことが必要なため。 

８ 
きょうと健康おもてなし食の健康づく
り応援店数（店舗） 

エネルギーやアレルギー表示、野菜や塩分に配慮し

た食事を提供する「食の健康づくり応援店」を通し

て、府民の健康的で安全な食環境整備を推進するこ

とが必要なため。 

９ 農林漁業体験者数（延べ体験者数） 

農林水産物の生産現場への関心や理解を深めるた

め、農林漁業体験活動を推進することが必要なた

め。 

10 
京都の食に対する理解促進に向けた 
講演会等の参加者数（人） 

京都の食を支える生産者や加工業者、料理人等多様

な主体による講演会等を通じて府民との交流を推進

し、府民の京都の食に対する理解を促進することが

必要なため。 

11 
食に関する正しい知識や食の魅力を

ICTを活用して発信する回数（回） 

食に関する正しい知識の向上と食の魅力発信のた

め、オンラインでの情報発信等、ＩＣＴを活用した

効果的な取り組みを推進することが必要なため。 
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参考資料 

１ 京都府における食育に関連する計画 

 

 この計画では、京都府の関連する計画等と相互に連携しながら、総合的に食育に関する

施策を推進することとしています。 

 

京都府総合計画（京都府夢実現プラン） 

京都府行政運営の基本理念・原則となる条例第４条の規定により策定され、「一人ひ

とりの夢や希望が全ての地域で実現できる京都府をめざして」を掲げ、「将来構想」と

「基本計画」、「地域振興計画」によって構成されるもの 

京都府農林水産ビジョン 

京都府総合計画における農林水産分野の将来像や施策の方向性について体系化及び

具体化するとともに、各地域振興計画とも連動して、農林水産施策における今後の取

組の方向性を示したもの 

京都府食の安心・安全推進計画 

京都府食の安心・安全推進条例第５条の規定により食の安心・安全の確保に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するためのもの 

京都府農林水産業人材確保育成戦略 

人材確保・育成に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、農林水産業が他産業並

みの所得を確保し、魅力ある職業選択肢の一つとなることで、京都府農林水産業の成

長産業化と農山漁村の維持・活性化を図るためのもの 

京都府食品ロス削減推進計画 

食品ロスの削減の推進に関する法律第12条に規定により、府内の食品ロス削減に向

けた一層の充実を図るために、府としての方向性、事業者や消費者等の多様な主体の

役割や具体的な施策を示すもの 

きょうと健やか２１（京都府保健医療計画） 

府民・企業・関係団体・行政等関係機関で構成する「きょうと健康長寿推進府民会

議」を母体として、京都府保健医療計画に掲げられた成果指標に向かい、府民の健康づ

くり運動を推進していくための手引書となるもの 

京都府教育振興プラン 

教育基本法第17条第２項の規定により策定する、京都府における教育振興基本計画

であり、教育の目指す方向及びその実現に向けた総合的な教育施策を明示し、｢京都府

ならではの教育｣を進めていく指針となるもの 
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２ 用語集 

 

用  語 解   説 

アルファベット  

ICT 
 

 

SNS 
 

 

ア行  

栄養教諭 
 

 

大人の食育 
 

 

おばんざい 
 

 

カ行  

京都援農隊 
 

 

京料理 
 

 

郷土料理 
 

 

きょうと食いく先

生 

 

 

きょうと食の安

心・安全ヤングサ

ポーター 

 

健康寿命 
 

 

合理的な価格形成 
 

 

サ行  

主食・主菜・副菜 
 

 

常備菜 
 

 

食育 
 

 

食育基本法 
 

 

食育推進基本計画 
 

 

食生活改善推進員 
 

 

食環境づくり 
 

 

食品ロス 
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用  語 解   説 

食料システム 
 

 

生活習慣病 
 

 

生活自立期 
 

 

タ行  

体験型食育 
 

 

低栄養 
 

 

ナ行  

中食（なかしょく） 
 

 

日本型食生活 
 

 

ハ行  

フレイル 
 

 

ラ行  

リスクコミュニケ

ーション 
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３ 食に関するウェブサイト一覧（令和８年３月現在） 

 

 

(１)京都府の食に関する行政情報 

名 称 URL QRコード 

食生活・消費生活 

https://www.pref.kyoto.jp/ku

rashi/shoku/ 

 

 

 

 

 

きょうと食育情報 

https://www.pref.kyoto.jp/sh

okuiku/ 

 

 

 

 

 

食の安心・安全きょうと 

https://www.pref.kyoto.jp/sh

oku-anshin/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)京都府の食に関するSNS 

名 称 URL QRコード 

京都府食の安全・食育情報 

 <facebook> 

https://www.facebook.com/kyo

to.shokuanzen.shokuiku/ 

 

 

 

 

 

<Ｘ> 

https://x.com/kyotopref_shok

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.kyoto.jp/kurashi/shoku/index.html
https://www.pref.kyoto.jp/kurashi/shoku/index.html
https://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/index.html
https://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/index.html
https://www.pref.kyoto.jp/shoku-anshin/index.html
https://www.pref.kyoto.jp/shoku-anshin/index.html
https://www.facebook.com/kyoto.shokuanzen.shokuiku/
https://www.facebook.com/kyoto.shokuanzen.shokuiku/
https://x.com/kyotopref_shoku
https://x.com/kyotopref_shoku
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(３)京都府の食に関するレシピ、学習動画等 

名 称 URL QRコード 

cookpad京都府公式キッチン 

https://cookpad.com/kitchen/

12555780 

 

 

 

 

 

京の食文化ミュージアム・あじわ

い館 https://www.kyo-

ajiwaikan.com/ 

 

 

 

 

 

 

京都府食の府民大学 

http://www.pref.kyoto.jp/fum

indaigaku/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)京都府の食に関する団体等 

名 称 URL QRコード 

きょうと食育ネットワーク 

https://www.pref.kyoto.jp/sh

okuiku/network.html 

 

 

 

 

 

きょうと健康長寿 

推進府民会議 

http://www.pref.kyoto.jp/ken

tai/kyotokenkouchoujusuishin

fuminkaigi.html 

 

 

 

 

 

 

  

https://cookpad.com/kitchen/12555780
https://cookpad.com/kitchen/12555780
https://www.kyo-ajiwaikan.com/
https://www.kyo-ajiwaikan.com/
http://www.pref.kyoto.jp/fumindaigaku/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/fumindaigaku/index.html
https://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/network.html
https://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/network.html
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/kyotokenkouchoujusuishinfuminkaigi.html
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/kyotokenkouchoujusuishinfuminkaigi.html
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/kyotokenkouchoujusuishinfuminkaigi.html
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４ 京都府の主な農林水産物 
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５ 計画策定の経過 

 

令和７年８月28日 第１回食育推進懇談会において、食育の現状と課題等について意見交換  

９月25日 府議会９月定例会で、概要案を報告 

11月７日 第２回食育推進懇談会において、中間案について意見交換 

12月11日 府議会12月定例会で、中間案を報告 

12月18日 第３回食育推進懇談会において、中間案について意見交換 

12月●日 ～令和８年１月●日 

食育推進計画中間案に対するパブリックコメントを実施 

令和８年２月●日 第４回食育推進懇談会において、最終（案）について意見交換 

３月●日 府議会２月定例会で、最終案を報告 

３月●日 策定・公表 

 

 

 

６ 京都府食育推進懇談会委員 

 

区 分 所属・役職名 氏 名 

学識経験 

同志社女子大学 学生支援部長 

   〃    生活科学部食物栄養科学科 教授 
小切間 美 保 

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授 吉 本 優 子 

家  庭 京都府生活協同組合連合会 事務局長 松 本 樹 

学  校 京都府学校給食研究会 会長 田 中 庄 平 

地  域 京都府食生活改善推進員連絡協議会 会長 坂 部 智恵美 

食卓と生産 

現場をつなぐ 
きょうと食いく先生 清 水 大 介 

企  業 
株式会社堀場製作所 コーポレートオフィサー 

    〃     管理本部長 
山 下 泰 生 

人材育成 京都府立大学 名誉教授 桂 明 宏 
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７ 京都府食育推進懇談会設置要領 

 

（設置） 

第１条 食育基本法（平成17年法律第63号）第17条の規定により「京都府食育推進計画」（以下「計

画」という。）を策定するため、幅広い視点から多様な意見を聴取することを目的に京都府食育推

進懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 この懇談会は、別表に掲げる学識経験者、その他識見を有する委員をもって構成する。 

２ 委員の任期は、令和８年３月31日までとする。 

３ 委員に欠員が生じ、運営に支障が生じたときは、新たな委員を選任できるものとする。 

４ 懇談会には、座長を置き、委員の互選により選出する。 

５ 知事は、必要に応じて懇談会を招集する。 

６ 座長は、議事を運営する。 

７ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。 

 

（委員の役割） 

第３条 懇談会の委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。 

(1) 食育の推進に関する事項 

(2) その他計画の策定にあたり、必要と認められる事項 

 

（委員の責務） 

第４条 委員は、公正かつ公平に意見を述べなければならない。 

２ 委員は、懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならず、委員の職を退いた後も同様とする。ただ

し知事が認めたときは、この限りではない。 

 

（委員以外の者の出席） 

第５条 知事は、懇談会において、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その

者の意見を聞くことができる。 

２ 委員以外で懇談会に出席した者は、懇談会で知り得た情報を公表してはならない。ただし、府

または懇談会が公表した情報については、この限りではない。 

 

（公開） 

第６条 懇談会は、原則として公開とする。ただし、懇談会を公開することにより公正かつ円滑な

運営に著しい支障が生じると認められるときその他知事が必要と認めるときは、非公開とするこ

とができる。 

２ 懇談会委員の氏名は、公表する。 

３ 議事録要旨は、京都府ホームページにおいて公表する。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、懇談会の運営等に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

 この要領は、令和７年８月19日から施行する。 

 

別表 （略）
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